
�愛媛県条例第６１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例を次のように公布する。

平成１５年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する条例

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

）

第１条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和

３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

第８条中「き損し」を「損傷し」に改める。

第１０条を次のように改める。

（指定管理者の指定）

第１０条 法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）の指定を受けようとする法

人その他の団体は、その指定を受けて管理を行おうとす

る公の施設ごとに、申請書に管理計画書その他知事が定

める書類を添えて、知事が定める期日までに知事に提出

しなければならない。

２ 知事は、前項の申請の手続について、あらかじめ、公

表しなければならない。

３ 知事は、第１項の規定による申請があつたときは、当

該申請に係る公の施設の管理を適正かつ確実に行うこと

ができると認められる法人その他の団体であつて、当該

公の施設の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものを選定し、議会の議決

を経て、指定管理者として指定するものとする。
き

第１２条を第１４条とし、第１１条第１項中「毀損し」を「損

傷し」に改め、同条を第１３条とし、第１０条の次に次の２条

を加える。

（指定の公示等）

第１１条 知事は、指定管理者の指定をしたとき、又はその

指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じたときは、当該指定管理者の名称、住所

その他の知事が定める事項を公示しなければならない。

２ 指定管理者は、その名称、住所その他の知事が定める

事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の

２週間前までに、その旨を知事に届け出なければならな

い。

３ 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その

旨を公示しなければならない。

（指定管理者の原状回復義務等）

第１２条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、

又は指定を取り消されたときは、その管理をしなくなつ

た施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない

。ただし、知事の承認を得たときは、この限りでない。

２ 知事は、指定管理者が故意又は過失により公の施設を

損傷し、又は滅失した場合は、原状回復又は損害賠償を

命ずることができる。

別表第３を削る。

第２条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部

を次のように改正する。

第１４条を第１５条とし、第１１条から第１３条までを１条ずつ

繰り下げ、第１０条第１項中「法第２４４条の２第３項に規定

する指定管理者（以下「指定管理者」という。）」を「指

定管理者」に改め、同条を第１１条とする。

第９条の次に次の１条を加える。

（指定管理者が管理を行う公の施設）

第１０条 法第２４４条の２第３項の規定に基づき知事が指定

する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）

に管理を行わせる公の施設は、別表第３のとおりとする

。

別表第１愛媛県老人児童福祉センターの項の次に次のよ

うに加える。

愛媛県在宅介護

研修センター

介護を必要とする高齢者を支えるた

め、その家族、ボランティア等に対

して在宅介護に関する研修を行うと

ともに、介護に関する相談、情報の

提供等を行う。

松山市

別表第２の次に次の１表を加える。

別表第３（第１０条関係）

愛媛県在宅介護研修センター

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第３条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）

の一部を次のように改正する。

第１５条の３を削る。

（愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例

の一部改正）

第４条 愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する

条例（昭和３２年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改

正する。

第１条中「別表第１」を「別表」に改める。

第３条を削り、第４条を第３条とする。
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別表第２を削り、別表第１を別表とする。

（愛媛県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改

正）

第５条 愛媛県外部監査契約に基づく監査に関する条例（平

成１１年愛媛県条例第４号）の一部を次のように改正する。

第２条第５号中「委託し」を「行わせ」に、「当該委託

」を「当該管理の業務」に改める。

（愛媛県個人情報保護条例の一部改正）

第６条 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１

号）の一部を次のように改正する。

第１４条に次の１項を加える。

４ 前３項の規定は、実施機関が地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき同項の指

定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用

する。

第１７条第２項第４号中「（昭和２２年法律第６７号）」を削

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の

規定は、平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号

。以下「改正法」という。）附則第２条の規定によりなお

従前の例によることとされる公の施設の管理の委託につい

ては、第１条の規定による改正後の愛媛県公の施設の設置

及び管理に関する条例の規定、第３条の規定による改正後

の愛媛県港湾管理条例の規定及び第４条の規定による改正

後の愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条

例の規定にかかわらず、平成１８年９月１日（同日前に改正

法による改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る

指定をした場合には、当該指定の日）までの間は、なお従

前の例による。

３ 改正法附則第２条の規定によりなお従前の例によること

とされる公の施設の管理を委託しているものの出納その他

の事務の執行で当該委託に係るものについての地方自治法

第２５２条の２７第１項に規定する外部監査契約に基づく監査

については、なお従前の例による。

（ファミリーハウスあい利用料金条例の一部改正）

４ ファミリーハウスあい利用料金条例（平成１５年愛媛県条

例第２３号）の一部を次のように改正する。

第１条第１項中「管理受託者（」の下に「愛媛県公の施

設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例（

平成１５年愛媛県条例第６１号）第１条の規定による改正前の

」を加える。

�������
�愛媛県条例第６２号
愛媛県立医療技術大学条例を次のように公布する。

平成１５年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立医療技術大学条例

（設置）

第１条 保健及び医療の分野における高度の専門的な知識及

び技術を教授研究するため、学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第２条第１項の規定に基づき、愛媛県立医療技術大

学（以下「大学」という。）を伊予郡砥部町に設置する。

（学部及び学科）

第２条 大学に保健科学部を置く。

２ 保健科学部に次に掲げる学科を置く。

� 看護学科

� 臨床検査学科

（修業年限）

第３条 大学の修業年限は、４年とする。

（科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生

）

第４条 大学は、教授研究に支障のない限り、科目等履修生

、特別聴講学生及び研究生を受け入れることができる。

２ 大学は、学生、科目等履修生、特別聴講学生又は研究生

として外国人留学生を受け入れることができる。

（入学選考料、入学料及び授業料）

第５条 大学の入学試験を受けようとする者からは入学選考

料を、大学に入学する者からは入学料を、大学に在学する

者からは授業料を徴収する。

２ 入学選考料、入学料及び授業料（以下「入学選考料等」

という。）の額は、別表のとおりとする。

３ 既に納付した入学選考料等は、返還しない。ただし、授

業料については、知事が特に必要と認めるときは、この限

りでない。

（入学選考料等の減免又は納付の猶予）

第６条 知事は、休学中の者に対しては授業料を、災害その

他やむを得ない事情により入学選考料等の支弁が困難と認

められる者その他特別の事情により必要があると認める者

に対しては入学選考料等を減免し、又はその納付を猶予す

ることができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、大学に関し必要な事

項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第

５条、第６条及び別表の規定のうち入学選考料及び入学料に

係る部分並びに第７条の規定は、公布の日から施行する。

別表（第５条関係）

区 分 学 生
科目等履修生及

び特別聴講学生
研 究 生

入学選考料 １７，０００円 ９，８００円 ９，８００円

入

学

料

県内居住者 ２８２，０００円 ２８，２００円 ８４，６００円

県外居住者 ４２３，０００円 ２８，２００円 ８４，６００円

授 業 料
年額

５２０，８００円

１単位につき

１４，４００円

月額

２８，９００円

備考 この表において、「県内居住者」とは、入学する年の前

年の４月１日以前から本人又はその配偶者若しくは１親等

の親族が引き続き愛媛県内に住所を有する者をいい、「県

外居住者」とは、それ以外の者をいう。

愛 媛 県 報平成１５年１２月１９日 第１５１９号外２
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�愛媛県条例第６３号
愛媛県在宅介護研修センター管理条例を次のように公布す

る。

平成１５年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県在宅介護研修センター管理条例

（趣旨）

第１条 この条例は、愛媛県在宅介護研修センター（以下「

センター」という。）の管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（業務）

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。

� 介護を必要とする高齢者を支える家族、ボランティア

、介護に関する施設の職員等に対する在宅介護の研修（

以下「研修」という。）に関すること。

� 介護に関する相談に関すること。

� 介護に関する情報の提供に関すること。

� 介護にかかわる関係団体等との連絡調整に関すること

。

� その他必要な業務

（指定管理者が行う業務）

第３条 センターの指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、知事が指定

する法人その他の団体をいう。以下「指定管理者」という

。）は、次に掲げる業務を行わなければならない。

� 前条各号に掲げる業務の実施に関すること。

� センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること

。

� その他知事が定める業務

（利用時間）

第４条 センターの利用時間は、午前９時から午後５時まで

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、宿泊室の宿泊利用については

、午前９時から翌日の午前９時までとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、前２項の利用時間を変更することが

できる。

（休館日）

第５条 センターの休館日は、次のとおりとする。

� 月曜日

� １月１日から３日まで及び１２月２９日から３１日まで

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があ

ると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日にセンター

を利用させることができる。

（研修の内容等）

第６条 研修の内容、定員、日程その他研修の実施に関し必

要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て定め、これを

公表しなければならない。

（受講手続）

第７条 研修を受講しようとする者は、指定管理者の定める

ところにより、指定管理者に受講の申込みをしなければな

らない。

２ 指定管理者は、前項の規定による申込みがあったときは

、選考により、研修生を決定するものとする。

３ 指定管理者は、指定管理者が定める研修の定員を超える

数の受講の申込みがあったときは、その受講を認めないこ

とができる。

（利用の制限等）

第８条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、

又は退去を命ずることができる。センターの管理運営上や

むを得ない理由があるときも、同様とする。

� センターの秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

� センターの施設、附属設備等を滅失し若しくは損傷し

、又は滅失し若しくは損傷するおそれがあるとき。

� 指定管理者の職員の指示に従わないとき。

（損害賠償等）

第９条 自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設

、附属設備等を滅失し、又は損傷した者は、原状回復をし

、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない

。

（補則）

第１０条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関

し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成１５年１２月１９日 第１５１９号外２
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